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はじめに 

 

この報告書は、「福岡県自転車活用推進計画」（平成 31年３月策定）の令和６年度の実施

状況を取りまとめたものです。 

 第１部は計画の概要を、第２部は実施状況を、第３部は指標の実績を取りまとめています。 

 

第１部 福岡県自転車活用推進計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

本県では、2019（平成 31）年３月、自転車の活用を推進する取組を加速させるため、

「福岡県自転車活用推進計画」を策定しました。安全で快適な自転車通行空間の整備や、

快適なサイクリング環境の整備を行う等、着実に自転車の活用の取組が進んでいます。 

また、2020（令和２）年に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に

関する条例」が施行され、自転車損害賠償保険等（以下「自転車保険」という。）への加

入が義務化される等、自転車の安全利用に関する取組により、自転車関連事故は年々減少

しています。 

「第２次福岡県自転車活用推進計画」は、こうした、これまでの成果や自転車を取り巻

く状況の変化を踏まえ、行政機関はもとより、県民や事業者、関係団体等、あらゆる関係

者が協働して、自転車の活用に関する施策を推進するために策定しました。 

 

２ 計画期間 

令和４年度から令和８年度までの５年間としています。 

 

３ 計画の基本的な考え方 

（１）計画の性格 

自転車活用推進法に基づき、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に

関する条例」を踏まえ、「福岡県総合計画」及び「福岡県交通ビジョン 2022」の部門計画

として策定します。 

 

（２）展開する施策 

これまでの成果や自転車を取り巻く状況の変化、国の第２次自転車活用推進計画等を踏ま

え、福岡県自転車活用推進計画において長期的視点で実現すべき目標として定めた「自転

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

福岡県自転車活用推進計画 

        
第１次 第２次 
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車を快適に利用できるまちづくり」、「自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推

進」、「自転車を活用した観光振興と地域の活性化」、「自転車・歩行者・自動車が安全に通

行する社会づくりの推進」を基本とし、それぞれの目標を実現するため、具体的な取組を

展開する考え方を「施策の方向性」として整理します。 

 

（３）施策の推進方策 

①市町村や関係機関との連携 

「第２次福岡県自転車活用推進計画」の推進にあたっては、地域によって異なる自転車の

通行環境等の現状を踏まえたうえで、住民に最も身近な基礎自治体である市町村としっか

り連携を図ることが重要です。 

本計画に掲げる諸施策についても、地域の実情に応じた効果的な自転車の活用を推進する

ため、市町村と連携を図りながら取り組んでいきます。 

 

②関係機関との連携 

自転車の活用推進により期待される CO2 の削減、健康増進、観光振興といった効果を広く

県内に取り込んでいくため、行政機関のみならず、環境、健康、教育、スポーツ、観光、

交通といった様々な分野の事業者、関係団体等と連携のうえ、地域の実情に応じた自転車

活用施策を推進していきます。 

また、自転車を活用した地域活性化の取組を九州・山口を挙げて推進することで、さらな

る九州・山口への人流の活性化や経済効果を図っていくため、「九州地域戦略会議」等、

九州・山口各県の経済界や行政機関等で構成される組織を十分活用し、国をはじめとする

行政機関とも連携しながら、九州・山口が一体となった自転車活用施策の推進に取り組ん

でいきます。 

 

③成果の検証と新たな施策の検討 

県内の交通関係事業者、有識者、行政機関等で構成する「福岡県交通対策協議会」におい

て、本計画に掲げた取組の進捗状況や成果を検証し、必要に応じて、新たな取組や指標の

検討を行うといった PDCA サイクルにより、実効性を高めていきます。  
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第２部 福岡県自転車活用推進計画の実施状況 

 

１ 実施状況報告について 

計画の４つの目標と施策の方向性に基づく取組みを推進するため、令和６年度末まで

の実施状況を報告します。 

 

２ 施策の体系 

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

施策の方向

性 

具体的な取組 

１ 自転車

通行空間の

整備促進 

（１）自転車

の利用のため

の総合的な計

画の策定促進 

① 市町村が「自転車ネットワーク計画」を策定する

ための支援 

② 市町村が「自転車活用推進計画」を策定するため

の支援 

（２）自転車

通行空間の整

備促進 

① 自転車と自動車の通行空間の分離 

② 縁石線等の分離工作物、矢羽根等による路面標示

などによる良好な自転車通行空間の整備 

③ 既存の広幅員歩道の再配分などによる自転車と歩

行者の通行空間の分離 

④ 広域的な自転車通行空間の整備、案内看板、距離

標等の設置 

⑤ 福岡県広域サイクリングルートにおける安全対

策、案内表示の整備 

２ 自転車

通行空間の

確保と違法

駐車の取締

り強化 

（１）自転車

通行空間の確

保 

① 路外駐車場や荷捌き用駐車場の整備 

② 交差点における交通状況等に応じた自転車横断帯

の撤去 

③ 無電柱化の推進 

④ 歩行者利用増進道路（ほこみち）の指定の検討と

指定に併せた自転車通行空間の整備 

⑤ 道路環境に応じたバス乗降場の設置 

（２）違法駐

車の取締り強

化 

① 交通状況に応じた駐車監視員の活動重点路線への

指定、自転車の通行が多い箇所や自転車事故多発

箇所での重点的な違法駐車の取締り 

３ 放置自

転車対策の

推進 

（１）放置自

転車をなくす

広報啓発 

① 高校生、大学生に対する駐輪場利用への教育活動 

② 自転車通勤者に対する駐輪場利用への広報啓発 

③ 在留外国人や国外からの観光客に対する広報啓

発、自転車交通ルールの周知 
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（２）駐輪場

の整備促進 

① 市町村が駐輪場整備するための支援 

② 地方公共団体が鉄道駅周辺に駐輪場を設置する場

合の鉄道事業者に対する協力要請 

４ シェア

サイクル等

の普及促進 

 ① 市町村とシェアサイクル事業者等との連携促進 

② 公共施設等における駐輪場やシェアサイクルポー

トの整備、民有地への設置促進とシェアサイクル

等の情報発信 

③ 自転車の利用促進のための広報・啓発 

 

（目標２）自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進 

施策の方向性 具体的な取組 

５ サイクル

スポーツの普

及促進 

 ① 「ツール・ド・九州」を通じたサイクルスポーツの

魅力発信と地域の活性化 

② 自転車イベントの開催促進による地域の魅力発信、

サイクルスポーツの普及、自転車の利用促進等 

③ 自転車競技の魅力紹介によるサイクルスポーツの振

興 

④ 障がいのある人や高齢者の社会参加促進のための、

タンデムやハンドサイクルの魅力紹介 

６ 自転車に

よる運動機会

の提供 

 ① 自転車通勤の推進による日常生活における運動機会

の提供 

② アプリを活用した健康づくりの推進 

③ 自転車イベントの開催促進による地域の魅力発信、

サイクルスポーツの普及、自転車の利用促進等（再

掲） 

④ 障がいのある人や高齢者の社会参加促進のための、

タンデムやハンドサイクルの魅力紹介（再掲） 

⑤ ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイトにおけ

る情報発信 

 

（目標３）自転車を活用した観光振興と地域の活性化 

施策の方向性 具体的な取組 

７ サイクル

ツーリズムの

促進 

 ① 「福岡サイクルステーション」の整備促進 

② 「サイクリストに優しい宿」の整備促進 

③ サイクリング拠点（ゲートウェイ）の整備促進 

④ 福岡県広域サイクリングルートにおける安全対策、

案内表示の整備（再掲） 
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⑤ 広域的な自転車通行空間の整備、案内看板、距離標

等の設置（再掲） 

⑥ 「福岡サイクルツーリズム推進協議会」において、

課題解決に向けた協議の実施 

⑦ 福岡県広域サイクリングルートや周辺の観光資源の

情報発信と民間事業者等による旅行商品の造成促進 

⑧ 「九州・沖縄・山口一周ルート」のナショナルサイ

クルルートの指定に向けた取組の推進 

⑨ 「サイクリングアイランド九州（旧ディスカバー九

州）」の取組推進 

８ 自転車の

活用による地

域の魅力発信 

 ① サイクルツーリズムモデルルートの周遊マップの作

成、本県のサイクルツーリズムの魅力の国内外への

発信 

② 自転車イベントの開催促進による地域の魅力発信、

サイクルスポーツの普及、自転車の利用促進等（再

掲） 

③ 「ツール・ド・九州」を通じたサイクルスポーツの

魅力発信と地域の活性化（再掲） 

④ 「福岡サイクルステーション」の整備促進（再掲） 

⑤ 福岡県広域サイクリングルートや周辺の観光資源の

情報発信と民間事業者等による旅行商品の造成促進

（再掲） 

 

（目標４）自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進 

施策の方向

性 

具体的な取組 

９ 安全教

育と啓発の

推進 

（１）安全教

育 

① 幅広い世代に対する自転車の安全教育 

② 中学校、高等学校において、自転車の安全利用に

対する意識を高める取組の実施 

③ 実技指導、自転車シミュレーターを活用した自転

車教室の開催など、効果的な自転車安全教育の推

進 

④ 学校の教職員、市町村担当者、交通指導員などに

対する安全教育の実施方法に関する講習会の実施 

⑤ 自動車運転者に対する自転車の安全確保に関する

交通安全教育の推進 
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⑥ 自転車配達員等に対する安全教育の推進 

（２）啓発 ① 幅広い世代に対し、自転車の安全利用について、

ホームページやパンフレット等で周知 

② 在留外国人や国外からの観光客に対し、多言語に

よる自転車安全利用に関する周知 

③ 運転免許証を自主返納した高齢者に対し、自転車

の安全利用や自転車条例の啓発 

④ 広い世代に対し、「ながら運転」を行わないための

周知 

⑤ 自転車配達員等の自転車利用事業者に対し、自転

車安全利用の啓発 

⑥ 自転車販売店に対し、自転車の交通ルールの周知

の協力依頼 

１０ 安全

安心への備

えと交通指

導取締り 

（１）安全安

心への備え 

① 安全教育の機会を通じ、点検整備の重要性を啓発 

② 若年層に対し、自転車保険への加入徹底と点検整

備の重要性の啓発 

③ 自転車保険の加入義務化の周知と自転車保険の加

入徹底 

④ 自転車販売店に対し、自転車保険への加入の周知

の協力依頼 

（２）交通指

導取締り 

① 自転車指導啓発重点地区・路線において、自転車

の安全運転に関する交通指導取締りを重点的に実

施 

② 「自転車一斉街頭指導日」における啓発活動の実

施、「県下一斉自転車指導取締日」における効果的

な交通指導取締りの推進 

③ 悪質・危険な違反に重点を置いた交通指導取締り

の推進 

１１ 災害

時の自転車

活用 

 ① 国による災害時における自転車の活用の検討結果

を踏まえ、災害時における自転車の活用を検討と

自転車利用の有効性の啓発 
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３ 施策の実施状況 

【凡例】 

 

 

 

 

 

[個別施策の実施状況] 

○計画に掲げている具体的な取組ごとに、令和６年度の実施状況を報告します。 

 

（１）自転車の利用のための総合的な計画の策定促進 

①：事業名 

 

実施状況（活動実績） 

 

  

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

１ 自転車通行空間の整備促進 

施策の方向性 

具体的な取組 
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（１）自転車の利用のための総合的な計画の策定促進 

①市町村が「自転車ネ

ットワーク計画」を

策定するための支援 

・9月に市町村を対象に道路研修会を実施し、その中で自転車

ネットワーク計画策定に関する周知を実施しました。（12 市

町策定済み） 

②市町村が「自転車活

用推進計画」を策定

するための支援 

・策定予定の団体へヒアリングを行うとともに、策定を検討し

ている団体へ情報提供を行いました。（7市町策定済み） 

 

（２）自転車通行空間の整備促進 

①自転車と自動車の通

行空間の分離 

・国道 495 号（岡垣町）において自転車通行空間（自転車道）

の整備を実施しました。 

②縁石線等の分離工作

物、矢羽根等による

路面標示などによる

良好な自転車通行空

間の整備 

・国道 264 号、国道 322 号の計 2路線において、矢羽根による

自転車通行空間の整備を実施しました。 

・矢羽根による路面表示を用いて、自転車通行空間の整備を実施

しました。（3市） 

③既存の広幅員歩道の

再配分などによる自

転車と歩行者の通行

空間の分離 

・自転車通行空間の整備による自転車と歩行者の分離を推進し

ました。（3市町） 

④広域的な自転車通行

空間の整備、案内看

板、距離標等の設置 

・広域的な自転車通行空間の整備、案内看板、距離標等の設置を

実施しました。（1市） 

⑤福岡県広域サイクリ

ングルートにおける

安全対策、案内表示

の整備 

・あさくら大刀洗ルート及び北九州京築ルートにおいて、路面

標示や案内看板の整備を実施しました。 

・道切部の砂撤去による安全対策を実施しました。（1市） 

 

 

 

 

 

 

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

１ 自転車通行空間の整備促進 



9 

 

 

 

 

（１）自転車通行空間の確保 

①路外駐車場や荷捌

き用駐車場の整備 

・周辺の交通状況や道路状況等を踏まえた整備箇所を検討して

います。 

②交差点における交

通状況等に応じた

自転車横断帯の撤

去 

・交差点における交通状況等に応じた自転車横断帯の撤去を実

施しました。（82 箇所撤去） 

③無電柱化の推進 ・国道 443 号、県道那珂川大野城線、県道宗像玄海線、都市計

画道路行橋停車場線において、無電柱化を実施しています。 

④歩行者利用増進道

路（ほこみち）の

指定の検討と指定

に併せた自転車通

行空間の整備 

・適切な時期での事業着手に向け、検討しています。 

⑤道路環境に応じた

バス乗降場の設置 

・道路環境に応じた設置箇所を検討しています。 

 

（２）違法駐車の取締り強化 

①交通状況に応じた

駐車監視員の活動

重点路線への指

定、自転車の通行

が多い箇所や自転

車事故多発箇所で

の重点的な違法駐

車の取締り 

・自転車の安全な通行空間の確保に向けた違法駐車に対する効

果的な交通指導取締りを実施しました。（放置車両確認標章取

付件数 17,687 件） 

・駐車実態や取締り要望等の状況に応じ、自転車専用通行帯の

整備路線を駐車監視員活動ガイドラインの重点路線等に指定

しました。（駐車監視員活動ガイドライン重点路線 53 路線(う

ち自転車専用通行帯設置路線 28 路線)） 

 

 

 

 

（１）放置自転車をなくす広報啓発 

①高校生、大学生に

対する駐輪場利用

への教育活動 

・自転車の安全利用に関する広報啓発資料を作成し、講習会等

において配布の上、駐輪場の利用を啓発しました。 

（高校生及び大学生に対する交通安全教育実施状況（令和 6年

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

２ 自転車通行空間の確保と違法駐車の取締り強化 

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

３ 放置自転車対策の推進 
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中実績）） 

【高校生】○実施回数 128 回 ○対象者 52,357 人 

【大学生】○実施回数 96回 ○対象者 10,383 人 

・学生に対するパンフレット配布や学校への指導依頼を実施し

ました。（3市町） 

②自転車通勤者に対

する駐輪場利用へ

の広報啓発 

・自転車の安全利用に関する啓発テキストを、事業者を通じて

配布しました。 

（社会人に対する交通安全教育実施状況（令和 6年中実績）） 

○実施回数 467 回 ○対象者 12,433 人 

③在留外国人や国外

からの観光客に対

する広報啓発、自

転車交通ルールの

周知 

・安全利用やマナーを啓発する多言語チラシ（英語・中国語・

韓国語・ネパール語・フィリピノ語・ベトナム語）を、国際

関係部署や観光関係部署、県ホームページを通じて周知しま

した。 

・県警ホームページにおいて、7か国語（英語、中国語、韓国

語、ネパール語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア

語）の自転車の交通ルールを掲載しました。 

 

（２）駐輪場の整備促進 

①市町村が駐輪場整

備するための支援 

・実績なし 

②地方公共団体が鉄

道駅周辺に駐輪場

を設置する場合の

鉄道事業者に対す

る協力要請 

・県議会、県、市、商工団体等で構成される福岡県地域交通体

系整備促進協議会において、鉄道事業者に対して、駐輪場整

備に協力するよう要望を実施しました。 

 

 

 

 

①市町村とシェアサイ

クル事業者等との連

携促進 

・県ホームページにおいて、県内のレンタサイクル・シェアサ

イクルの情報を掲載しました。 

②公共施設等における

駐輪場やシェアサイ

クルポートの整備、

民有地への設置促進

・令和 3年度から福岡県庁にシェアサイクルのポートを設置し

ています。 

・県ホームページにおいて、県内のレンタサイクル・シェアサ

イクルの情報を掲載しました。（再掲） 

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

４ シェアサイクル等の普及促進 
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とシェアサイクル等

の情報発信 

・駐輪場・シェアサイクルポートの整備やシェアサイクル等の

情報発信を実施しました。（5市町） 

③自転車の利用促進の

ための広報・啓発 

・地球温暖化対策に関するポータルサイト「ふくおかエコライ

フ応援サイト」を活用して、自転車の利用促進に関する普及

啓発を実施しました。 

 

 

 

 

①「ツール・ド・九

州」を通じたサイ

クルスポーツの魅

力発信と地域の活

性化 

・8月～9月に「マイナビ ツール・ド・九州２０２４」の開催

周知と機運醸成の取組として、県内３か所にて、バーチャル

サイクリング体験等のイベントを開催し、延べ 4,909 人が来

場しました。 

・大会当日イベントとしてステージイベントや県・市町村の PR

ブース出展等を実施し、2日間合計で延べ 14,691 人が来場し

ました。（R6.10.11、R6.10.14） 

・大会全日程を通じて約 101,000 人が観戦に訪れました。

（R6.10.11～R6.10.14 うち県内レースの観戦客数は 51,000

人） 

経済波及効果：2,650（百万円） 

②自転車イベントの

開催促進による地

域の魅力発信、サ

イクルスポーツの

普及、自転車の利

用促進等 

・市町村等が実施する自転車のイベントに対する補助を実施し

ました。（2市 2団体） 

・県庁ロビーを活用し、自転車月間である５月に「自転車月間

ロビー展」を実施しました。（R6.5.20～R6.5.24） 

・BMX 競技の指導者養成研修会を開催しました。（R7.3.15～

R7.3.16 19 名参加） 

・筑後七国の観光資源を使ったサイクルルート「筑後七国ルー

ト」の一部として、「広川町」ルートを造成するために、モニ

ターライドを 2回実施しました。（R7.1.8 筑後七国活性化協

議会加盟自治体職員 7名参加、R7.3.9 一般者 9名参加） 

・国外のサイクリストの、本県への誘客促進のため、大規模サ

イクリングイベントの国際化を支援する補助金を創設し、補

助を実施しました。（2件） 

・県営筑後広域公園に日本最大級の公設 BMX 専用パークが全面

オープンしました。（R6.6～初級・中級コースを一部オープ

ン、R6.11～上級コースを含めた全面オープン） 

・自転車イベントの開催などにより、自転車の利用促進を実施

（目標２）自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進 

５ サイクルスポーツの普及促進 
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しました。（6市 2団体） 

・8月～9月に「マイナビ ツール・ド・九州２０２４」の開催

周知と機運醸成の取組として、県内３か所にて、バーチャル

サイクリング体験等のイベントを開催し、延べ 4,909 人が来

場しました。（再掲） 

・大会当日イベントとしてステージイベントや県・市町村の PR

ブース出展等を実施し、2日間合計で延べ 14,691 人が来場し

ました。（R6.10.11、R6.10.14）（再掲） 

・大会を開催し、全日程を通じて約 101,000 人が観戦に訪れま

した。（R6.10.11～R6.10.14 うち県内レースの観戦客数は

51,000 人） 

経済波及効果：2,650（百万円）（再掲） 

③自転車競技の魅力

紹介によるサイク

ルスポーツの振興 

・BMX 競技の指導者養成研修会を開催しました。（R7.3.15～

R7.3.16 19 名参加）（再掲） 

④障がいのある人や

高齢者の社会参加

促進のための、タ

ンデムやハンドサ

イクルの魅力紹介 

・県庁ロビーを活用した「自転車月間ロビー展」において、タ

ンデム自転車等のパネル展示を実施しました。（R6.5.20～

R6.5.24） 

 

 

 

 

①自転車通勤の推進

による日常生活に

おける運動機会の

提供 

・県内の事業者向けに自転車通勤普及促進セミナーを実施しま

した。（17社が参加） 

・自転車に関する情報発信や、市民・企業等へ自転車利用の啓発

活動を実施しました。（3市） 

②アプリを活用した

健康づくりの推進 

・自転車による運動の記録もアプリのポイント付与の対象と

し、アプリを活用した健康づくりを進めました。 

③自転車イベントの

開催促進による地

域の魅力発信、サ

イクルスポーツの

普及、自転車の利

用促進等（再掲） 

・市町村等が実施する自転車のイベントに対する補助を実施し

ました。（2市 2団体） 

・県庁ロビーを活用し、自転車月間である５月に「自転車月間

ロビー展」を実施しました。（R6.5.20～R6.5.24） 

・8 月～9月に大会開催周知と機運醸成の取組として、県内各地

にて、バーチャルサイクリング体験等のイベントを開催し、

（目標２）自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進 

６ 自転車による運動機会の提供 
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延べ 4,909 人が来場しました。 

・大会当日イベントとしてステージイベントや県・市町村の PR

ブース出展等を実施し、2日間合計で延べ 14,691 人が来場し

ました。（R6.10.11、R6.10.14） 

・「マイナビ ツール・ド・九州２０２４」を開催し、大会全日

程を通じて約 101,000 人が観戦に訪れました。（R6.10.11～

R6.10.14 うち県内レースの観戦客数は 51,000 人） 

経済波及効果：2,650（百万円） 

・BMX 競技の指導者養成研修会を開催しました。（R7.3.15～

R7.3.16 19 名参加） 

・筑後七国の観光資源を使ったサイクルルート「筑後七国ルー

ト」の一部として、「広川町」ルートを造成するために、モニ

ターライドを 2回実施しました。（R7.1.8 筑後七国活性化協

議会加盟自治体職員 7名参加、R7.3.9 一般者 9名参加） 

・国外のサイクリストの本県への誘客促進のため、大規模サイ

クリングイベントの国際化を支援する補助金を創設し、補助

を実施しました。（2件） 

・県営筑後広域公園に日本最大級の公設 BMX 専用パークが全面

オープンしました。（R6.11～） 

・自転車イベントの開催などにより、自転車の利用促進を実施

しました。（6市 2団体） 

④障がいのある人や

高齢者の社会参加

促進のための、タ

ンデムやハンドサ

イクルの魅力紹介

（再掲） 

・県庁ロビーを活用し、自転車月間である 5月に「自転車月間

ロビー展」を実施し、タンデム自転車等のパネル展示を実施

しました。（R6.5.20～R6.5.24） 

⑤ふくおか健康づく

り県民運動情報発

信サイトにおける

情報発信 

・ふくおか健康づくり県民運動情報発信サイトに、自転車イベ

ント情報等に関する情報を掲載しました。 

 

 

 

 

①「福岡サイクルステーショ

ン」の整備促進 

・サイクルスタンド整備等に対する助言を行うととも

に、条件を満たした施設を「福岡サイクルステーショ

（目標３）自転車を活用した観光振興と地域の活性化 

７ サイクルツーリズムの促進 
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ン」として認定しました。（7件） 

・サイクルスタンド整備等に対する補助を実施しまし

た。（2件） 

②「サイクリストに優しい

宿」の整備促進 

・宿泊施設に対し、受入環境整備に関する助言を行うと

ともに、条件を満たした施設を「サイクリストに優し

い宿」として認定しました。（9件）  

・宿泊施設が行う受入観光整備に対する伴う補助を実施

しました。（1件） 

③サイクリング拠点（ゲート

ウェイ）の整備促進 

・レンタサイクルなどのサイクリングの拠点となる施設

整備に対する助言を行うとともに、条件を満たした施

設を「福岡サイクルゲートウェイ」として認定しまし

た。（1件） 

④福岡県広域サイクリングル

ートにおける安全対策、案

内表示の整備（再掲） 

・あさくら大刀洗ルート及び北九州京築ルートにおい

て、路面標示や案内看板の整備を実施しました。 

・道切部の砂撤去による安全対策を実施しました。（1

市） 

⑤広域的な自転車通行空間の

整備、案内看板、距離標等

の設置（再掲） 

・広域的な自転車通行空間の整備、案内看板、距離標等

の設置を実施しました。（2市） 

⑥「福岡サイクルツーリズム

推進協議会」において、課

題解決に向けた協議の実施 

・総会及び部会を開催し、市町村との連携強化を図ると

ともに、サイクルツーリズムを通じた観光消費拡大に

向けた検討を実施しました。 

⑦福岡県広域サイクリングル

ートや周辺の観光資源の情

報発信と民間事業者等によ

る旅行商品の造成促進 

・ウェブサイト「クロスロードふくおか」、自転車専門

誌、県広報媒体による情報発信を実施しました。 

・SNS を活用した情報発信を実施しました。 

・台湾の旅行会社等によるツアーの造成及び催行を促進

するとともに、台湾の自転車専門誌や SNS での情報発

信を実施しました。 

・豪州・韓国からサイクリング関係旅行業者を招聘し、

視察ツアーを実施するとともに、商品造成に向けた商

談を実施しました。 

・サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出支援

事業について周知するとともに補助を実施しました。

（2件） 

・市町村独自ルートや観光情報を掲載するデジタルマッ

プを更新しました。 

⑧「九州・沖縄・山口一周ル

ート」のナショナルサイク

・九州・沖縄・山口のサイクリングコースを紹介したチ

ラシ（日本語、英語、繁体字）を制作し、関西、中
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ルルートの指定に向けた取

組の推進 

国、四国地方の自転車店及び九州旅行博覧会で配布す

るなど情報発信を実施しました。 

⑨「サイクリングアイランド

九州（旧ディスカバー九

州）」の取組推進 

・「サイクリングアイランド九州（旧ディスカバー九

州）」において、県内を含む旅行商品が販売されまし

た。 

 

 

 

 

①サイクルツーリズムモデ

ルルートの周遊マップの

作成、本県のサイクルツ

ーリズムの魅力の国内外

への発信 

・サイクルツーリズム推進協議会総会及び部会を開催

し、市町村との連携強化を図るとともに、サイクルツ

ーリズムを通じた観光消費拡大に向けた検討を実施し

ました。 

・市町村独自ルートや観光情報を掲載するデジタルマッ

プを更新しました。 

・周遊マップの作成などによる情報発信を実施しまし

た。（6市町） 

・ウェブサイト「クロスロードふくおか」、自転車専門

誌、県広報媒体による情報発信を実施しました。（再

掲） 

・SNS を活用した情報発信を実施しました。（再掲） 

・台湾の旅行会社等によるツアーの造成及び催行を促進

するとともに、台湾の自転車専門誌や SNS での情報発

信を実施しました。（再掲） 

・豪州・韓国からサイクリング関係旅行業者を招聘し、

FAM ツアーを実施するとともに、商品造成に向けた商

談を実施しました。（再掲） 

・サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出支援

事業補助金を交付しました。（2件）（再掲） 

②自転車イベントの開催促

進による地域の魅力発

信、サイクルスポーツの

普及、自転車の利用促進

等（再掲） 

・市町村等が実施する自転車のイベントに対する補助を

実施しました。（2市 2団体） 

・県庁ロビーを活用し、自転車月間である５月に「自転

車月間ロビー展」を実施しました。（R6.5.20～

R6.5.24） 

・8 月～9月に「マイナビ ツール・ド・九州２０２４」

の開催周知と機運醸成の取組として、県内３か所に

て、バーチャルサイクリング体験等のイベントを開催

し、延べ 4,909 人が来場しました。 

（目標３）自転車を活用した観光振興と地域の活性化 

８ 自転車の活用による地域の魅力発信 
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・大会当日イベントとしてステージイベントや県・市町

村の PR ブース出展等を実施し、2日間合計で延べ

14,691 人が来場しました。（R6.10.11、R6.10.14） 

・大会を開催し、全日程を通じて約 101,000 人が観戦に

訪れました。（R6.10.11～R6.10.14 うち県内レースの

観戦客数は 51,000 人） 

経済波及効果：2,650（百万円） 

・BMX 競技の指導者養成研修会を開催しました。

（R7.3.15～R7.3.16 19 名参加） 

・筑後七国の観光資源を使ったサイクルルート「筑後七

国ルート」の一部として、「広川町」ルートを造成する

ために、モニターライドを 2回実施しました。（R7.1.8 

担当者 7名参加、R7.3.9 一般者 9名参加） 

・地域のサイクリングイベントの国際化に向け、サイク

リングイベントの多言語化を支援する補助金を創設

し、補助を実施しました。（2件） 

・県営筑後広域公園に日本最大級の公設 BMX 専用パーク

が全面オープンしました。（R6.11～） 

・自転車イベントの開催などにより、自転車の利用促進

を実施しました。（6市町 2団体） 

③「ツール・ド・九州」を

通じたサイクルスポーツ

の魅力発信と地域の活性

化（再掲） 

・8月～9月に「マイナビ ツール・ド・九州２０２４」

の開催周知と機運醸成の取組として、県内３か所に

て、バーチャルサイクリング体験等のイベントを開催

し、延べ 4,909 人が来場しました。 

・大会当日イベントとしてステージイベントや県・市町

村の PR ブース出展等を実施し、2日間合計で延べ

14,691 人が来場しました。（R6.10.11、R6.10.14） 

・大会を開催し、全日程を通じて約 101,000 人が観戦に

訪れました。（R6.10.11～R6.10.14 うち県内レースの

観戦客数は 51,000 人） 

経済波及効果：2,650（百万円） 

④「福岡サイクルステーシ

ョン」の整備促進（再

掲） 

・サイクルスタンド整備等に対する助言を行うととも

に、条件を満たした施設を「福岡サイクルステーショ

ン」として認定しました。（7件） 

・サイクルスタンド整備等に対する補助を実施しまし

た。（2件） 
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⑤福岡県広域サイクリング

ルートや周辺の観光資源

の情報発信と民間事業者

等による旅行商品の造成

促進（再掲） 

・ウェブサイト「クロスロードふくおか」、自転車専門

誌、県広報媒体による情報発信を実施しました。 

・SNS を活用した情報発信を実施しました。 

・台湾の旅行会社等によるツアーの造成及び催行を促進

するとともに、台湾の自転車専門誌や SNS での情報発

信を実施しました。 

・豪州・韓国からサイクリング関係旅行業者を招聘し、

FAM ツアーを実施するとともに、商品造成に向けた商

談を実施しました。 

・サイクルツーリズムを通じた新たな旅行需要創出支援

事業補助金を交付しました。（2件） 

・市町村独自ルートや観光情報を掲載するデジタルマッ

プを更新しました 
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（１）安全教育 

①幅広い世代に対する自

転車の安全教育 

・自転車安全利用指導者講習会（10 月 4 日 福岡地区で二

部開催）を、自転車軽自動車商協同組合及びイオン九州㈱

の協力のもと実施し、小・中・高等学校教諭や市町村交通

安全担当者、交通指導員等 102 名が参加しました。 

・自転車を利用する幅広い世代に対する自転車安全教育を実

施しました。（令和 6年中実績） 

○実施回数：1,719 回 

○対象者：174,102 人 

・県警ホームページに自転車安全利用コンテンツ「ｅチャ

リ・ラーニング～自転車の学校～」を構築し、関係機関・

団体等を通じて周知しました。 

②中学校、高等学校にお

いて、自転車の安全利

用に対する意識を高め

る取組の実施 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを 169 の高等学

校、364 の中学校、41 の特別支援学校に配布しました。 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーション動画

を Youtube で配信するとともに、高等学校や中学校、特別

支援学校に周知しました。 

・自転車ヘルメットの着用を自転車通学の許可条件とするな

ど、積極的な取組を行う高等学校等を「自転車ヘルメット

着用推進モデル校」に指定しました。（令和 6年中実績） 

【高等学校】 

 ○ 39 校（県立 20 校、市立 1校、私立 18 校） 

・中学生及び高校生に対する交通安全教育を実施しました。

（令和 6年中実績） 

【中学生】 

○ 実施回数：179 回  

○ 対象者：45,216 人 

【高校生】 

○ 実施回数：128 回 

○ 対象者：52,357 人 

・県警ホームページに自転車安全利用コンテンツ「ｅチャ

リ・ラーニング～自転車の学校～」を構築し、教育委員会

等を通じて活用を働き掛けました。 

（目標４）自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進 

  ９ 安全教育と啓発の推進 
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③実技指導、自転車シミ

ュレーターを活用した

自転車教室の開催な

ど、効果的な自転車安

全教育の推進 

・参加、体験、実践型の交通安全教育を実施しました。（令

和 6年中実績） 

○ 実施回数：996 回 

○ 対象者：90,221 人 

・県警ホームページに自転車安全利用コンテンツ「ｅチャ

リ・ラーニング～自転車の学校～」を構築し、教育委員会

等を通じて活用を働き掛けました。（再掲） 

・自転車安全利用指導者講習会（10 月 4 日 福岡地区で二

部開催）を、自転車軽自動車商協同組合及びイオン九州㈱

の協力のもと実施し、小・中・高等学校教諭や市町村交通

安全担当者、交通指導員等 102 名が参加しました。（再

掲） 

④学校の教職員、市町村

担当者、交通指導員な

どに対する安全教育の

実施方法に関する講習

会の実施 

・自転車安全利用指導者講習会（10 月 4 日 福岡地区で二

部開催）を、自転車軽自動車商協同組合及びイオン九州㈱

の協力のもと実施し、小・中・高等学校教諭や市町村交通

安全担当者、交通指導員等 102 名が参加しました。（再

掲） 

⑤自動車運転者に対する

自転車の安全確保に関

する交通安全教育の推

進 

・自動車運転者に対する交通安全教育を実施しました。（令

和 6年中実績） 

〇実施回数：3,477 回 

○対象者：96,964 人 

・道路交通情報板にヘルメット着用を始めとする自転車の交

通ルールの遵守に関する情報を掲示しました。（R6.5.1～

R6.5.31） 

・四季の交通安全県民運動において、自転車安全利用を含む

交通安全についてのポスターとチラシを、関係機関を通じ

て配布しました。 

⑥自転車配達員等に対す

る安全教育の推進 

・飲食物等宅配代行サービス事業者及び配達員に対し、情報

提供による交通安全教育を実施しました。（4事業者） 

・自転車の安全利用に関する啓発テキストを、事業者を通じ

て配布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーション動画

を Youtube で配信するとともに、事業者に周知しました。

（再掲） 
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（２）啓発 

①幅広い世代に対し、自転

車の安全利用について、

ホームページやパンフレ

ット等で周知 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを、市町村

や学校、事業者等を通じて配布しました。 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーション

動画を Youtube で配信するとともに、市町村や学校、

関係機関・団体、自転車貸付業者、自転車宅配事業者

等に動画を展開し、周知しました。 

・自転車の安全利用に係る街頭啓発活動を実施しまし

た。（令和 6年中実績） 

○ 回数：1,817 回 

○ 対象者：315,378 人 

・四季の交通安全県民運動において、自転車安全利用を

含む交通安全についてのポスターとチラシを、関係機

関を通じて配布しました。（再掲） 

・自転車を利用する幅広い世代に対する自転車安全教育

を実施しました。（令和 6年中実績）（再掲） 

○ 実施回数：1,719 回 

○ 対象者：174,102 人 

②在留外国人や国外からの

観光客に対し、多言語に

よる自転車安全利用に関

する周知 

・安全利用やマナーを啓発する多言語チラシ（英語・中

国語・韓国語・ネパール語・フィリピノ語・ベトナム

語）を、国際関係部署や観光関係部署、県ホームペー

ジを通じて周知しました。（再掲） 

・県警ホームページにおいて、7か国語（英語、中国語、

韓国語、ネパール語、タガログ語、ベトナム語、イン

ドネシア語）の自転車の交通ルールを掲載しました。

（再掲） 

③運転免許証を自主返納し

た高齢者に対し、自転車

の安全利用や自転車条例

の啓発 

・警察署交通課窓口において、自主返納した高齢者、自

主返納に関する相談者及びその家族に対し、自転車の

安全利用等に関する広報啓発を実施しました。 

④広い世代に対し、「ながら

運転」を行わないための

周知 

・改正道路交通法（自転車のながらスマホ・酒気帯び運

転等）の施行に伴う周知・啓発のため、市町村や学

校、関係機関・団体、自転車貸付業者、自転車宅配事

業者等を通じてチラシ・ポスターを配布したほか、シ

ェアリング事業者と連携した自転車安全利用キャンペ

ーンを実施しました。（R6.10.30 北九州市、R6.11.8 
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福岡市） 

・四季の交通安全県民運動において、自転車安全利用を

含む交通安全についてのポスターとチラシを、関係機

関を通じて配布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用に関するリーフレットを、関係機関

を通じて配布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーション

動画を配信するとともに、市町村や学校、関係機関・

団体、自転車貸付業者、自転車宅配事業者等に動画を

展開し、周知しました。（再掲） 

・自転車を利用する幅広い世代に対する自転車安全教育

を実施しました。（令和 6年中実績）（再掲） 

○ 実施回数：1,719 回 

○ 対象者：174,102 人 

・自転車の安全利用に係る街頭啓発活動を実施しまし

た。（令和 6年中実績）（再掲） 

○ 実施回数：1,817 回 

○ 対象者：315,378 

人 

⑤自転車配達員等の自転車

利用事業者に対し、自転

車安全利用の啓発 

・自転車の安全利用に関する啓発テキストを、事業者を

通じて配布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーション

動画を Youtube で配信するとともに、事業者に周知し

ました。（再掲） 

・飲食物等宅配代行サービス事業者に対する広報啓発を

実施しました。 

（4事業者）（再掲） 

⑥自転車販売店に対し、自

転車の交通ルールの周知

の協力依頼 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを関係機

関・団体を通じて自転車販売店に配布し周知及び協力

を依頼しました。 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーション

動画を Youtube で配信するとともに、関係機関・団体

を通じて自転車販売店に周知しました。 
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（１）安全安心への備え 

①安全教育の機会を通じ、点

検整備の重要性を啓発 

・四季の交通安全県民運動において、自転車安全利用

を含む交通安全についてのポスターとチラシを、関

係機関を通じて配布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを 169 の

高等学校、364 の中学校、41の特別支援学校に配布

しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーショ

ン動画を Youtube で配信するとともに、高等学校や

中学校、特別支援学校に周知しました。（再掲） 

・自転車安全利用指導者講習会（10 月 4 日 福岡地区

で二部開催）を、自転車軽自動車商協同組合及びイ

オン九州㈱の協力のもと実施し、小・中・高等学校

教諭や市町村交通安全担当者、交通指導員等 102 名

が参加しました。（再掲） 

・自転車を利用する幅広い世代に対する自転車安全教

育を実施しました。（令和 6年中実績）（再掲） 

○ 実施回数：1,719 回 

○ 対象者：174,102 人 

・自転車の安全利用に係る街頭啓発活動を実施しまし

た。（令和 6年中実績）（再掲） 

○ 実施回数：1,817 回 

○ 対象者：158,434 人 

②若年層に対し、自転車保険

への加入徹底と点検整備の

重要性の啓発 

・若年層に対する自転車安全教育を実施しました。（令

和 6年中実績） 

○ 実施回数：1,186 回 

○ 対象者：134,251 人 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを 169 の

高等学校、364 の中学校、41の特別支援学校等に配

布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーショ

ン動画を Youtube で配信するとともに、高等学校や

中学校、特別支援学校に周知しました。（再掲） 

（目標４）自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進 

  １０ 安全安心への備えと交通指導取締り 
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・自転車安全利用指導者講習会（10 月 4 日 福岡地区

で二部開催）を、自転車軽自動車商協同組合及びイ

オン九州㈱の協力のもと実施し、小・中・高等学校

教諭や市町村交通安全担当者、交通指導員等 102 名

が参加しました。（再掲） 

・自転車の安全利用に係る街頭啓発活動を実施しまし

た。（令和 6年中実績）（再掲） 

○ 実施回数：1,817 回 

○ 対象者：315,378 人 

③自転車保険の加入義務化の

周知と自転車保険の加入徹

底 

・自転車事故の加害者となった場合の多額賠償事例や

自転車条例による自転車保険の加入義務を県警ホー

ムページ、ツイッター、街頭ビジョン等を活用して

広報啓発しました。 

・四季の交通安全県民運動において、自転車安全利用

を含む交通安全についてのポスターとチラシを、関

係機関を通じて配布しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを 169 の

高等学校、364 の中学校、41の特別支援学校に配布

しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーショ

ン動画を Youtube で配信するとともに、市町村や学

校、関係機関・団体、自転車貸付業者、自転車宅配

事業者等に動画を展開し、周知しました。（再掲） 

④自転車販売店に対し、自転

車保険への加入の周知の協

力依頼 

・自転車の安全利用等に関するリーフレットを関係機

関・団体を通じて自転車販売店に配布し周知及び協

力を依頼しました。（再掲） 

・自転車の安全利用等に関するコマ撮りアニメーショ

ン動画を Youtube で配信するとともに、関係機関・

団体を通じて自転車販売店に周知しました。（再掲） 
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（２）交通指導取締り 

①自転車指導啓発重

点地区・路線にお

いて、自転車の安

全運転に関する交

通指導取締りを重

点的に実施 

・自転車指導啓発重点地区・路線における指導取締状況（令和

6年中実績） 

〇取締件数：271 件 

〇指導警告件数：15,062 件 

②「自転車一斉街頭

指導日」における

啓発活動の実施、

「県下一斉自転車

指導取締日」にお

ける効果的な交通

指導取締りの推進 

・県下一斉自転車指導取締日における指導取締状況（令和 6年

中実績） 

取締件数：90件 

指導警告件数：5,257 件 

③悪質・危険な違反

に重点を置いた交

通指導取締りの推

進 

・取締件数：500 件（令和 6年中実績） 

(内訳) 

〇酒気帯び：229 件（※Ｒ6.11～12） 

〇信号無視：35 件 

〇一時不停止：70件 

〇遵守事項違反：17 件 

〇通行方法違反：0件 

〇制動装置不良：42 件 

〇通行区分違反：10 件 

〇その他：97件 

※酒気帯びについては、R6.11.1 道路交通法の改正により、罰

則が整備されたことによる検挙 

 

 

 

 

①災害対応における

職員等の自転車活

用の検討と住民に

対する災害時の自

転車利用の有効性

の啓発 

・実績なし 

（目標４）自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進 

  １１ 災害時の自転車活用 
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第３部 指標の進捗状況 

 

（目標１）自転車を快適に利用できるまちづくり 

指標 
当初値 

（R2年度） 

目標値 

（R8年度） 

現状値 

（R6年度） 

自転車ネットワーク計画の策定市町村

数 

9 市町 

（累計） 

20 市町村 

（累計） 

12 市町 

（累計） 

福岡県広域サイクリングルート（県管

轄区間）における走行空間整備率※ 
0% 

100% 

（5 ルート） 

95% 

（5 ルート） 

福岡県広域サイクリングルート（県管

轄区間）における案内表示整備率 
0% 

100% 

（5 ルート） 

95% 

（5 ルート） 

※走行空間整備とは、自転車通行空間の整備形態である、自転車道、自転車専用通行帯、

矢羽根による路面表示の何れかの整備を行ったもの 

（目標２）自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進 

指標 
当初値 

（R2年度） 

目標値 

（R8年度） 

現状値 

（R6 年度） 

県や市町村等が行う自転車の魅力を体

験する機会の提供回数（イベント開催

数） 

4 回 
85 回 

（5 年間累計） 

57 回 

（累計） 

 

（目標３）自転車を活用した観光振興と地域の活性化 

指標 
当初値 

（R2年度） 

目標値 

（R8年度） 

現状値 

（R6年度） 

サイクリストに優しい宿登録施設数 
4 件 

（累計） 

60 件 

（累計） 

27 件 

（累計） 

サイクリング拠点「ゲートウェイ」の

登録施設数 
0 箇所 4 箇所 2 箇所 

 

（目標４）自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくりの推進 

指標 
当初値 

（R3年） 

目標値 

（R8年） 

現状値 

（R6 年） 

自転車関連事故の発生件数 3,270 件 2,200 件 2,875 件 

 


